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2021 年 6月 21 日 

 

新設分割にかかる事前開示書面 

(会社法第 803 条及び会社法施行規則第 205 条に基づく開示事項) 

 

東京都港区赤坂一丁目１２番３２号 

アーク森ビル 

株式会社プラップジャパン 

代表取締役 鈴木 勇夫 

 

当社は、2021 年 6 月 21 日付で作成した新設分割計画書に基づき、2021 年 9 月 1日を効

力発生日として、当社のメディアトレーニング・危機管理広報コンサルティング事業を、

新たに設立するプラップ コンサルティング株式会社（以下、「新会社」という。）に承

継させる新設分割（以下、「本件新設分割」という。）を行うことといたしました。本件

新設分割に関し、会社法第 803 条及び会社法施行規則第 205 条の規定に基づき、下記の

とおり開示いたします。 

                   記 

 

１．新設分割計画の内容 

別紙 新設分割計画書のとおりです。 

 

２．新設分割の対価に関する定めの相当性に関する事項 

（１）交付する株式数の相当性に関する事項 

新会社は、本件新設分割に際して普通株式 1,000 株を発行し、その全てを当社に割

り当てます。新会社が発行する株式数については、当社が新会社の発行する全ての

株式を取得するため、任意に定めることができると考えられるところ、新会社が承

継する資産等の事情を考慮し、上記の株式数が相当であると判断いたしました。 

 

（２）資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

当社は、新会社の資本金及び準備金の額を、新会社が承継する資産等及び今後の事

業活動等の事情を考慮した上で、機動的かつ柔軟な資本政策を実現させる観点から、

会社計算規則に従い、分割計画書第３条記載のとおりとすることにいたしました。 

当社は、当該資本金及び準備金の額は相当であると判断しております。 

 

３．当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象等の内容 

該当すべき事項はありません。 
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４．効力発生日以後における債務の履行の見込みに関する事項 

（１）当社の債務の履行の見込みに関して 

①当社の 2021 年 9 月 1 日現在の貸借対照表における資産の額は、本件新設分割が

効力を生じる日以降においても資産の額が負債の額を大幅に上回ることが見込ま

れます。したがって、本件新設分割が効力を生じる日以降における当社の債務履行

の見込みは十分にあると判断しております。 

②本件新設分割後は、新会社に承継される債務の全てについて、当社が重畳的債務

引受けをするものといたします。 

③本件新設分割後における当社の収益状況について、当社の負担する債務の履行に

支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。 

④以上を踏まえ、本件新設分割によっても、当社の負担する債務の履行の見込みに

ついては特段の支障がないと判断しております。 

 

（２）新会社の債務の履行の見込みに関して 

①本件新設分割によって当社から新会社へ承継される予定の資産の額は、負債の額

を十分に上回るため、新会社の債務履行の見込みは十分にあると判断しております。 

②本件新設分割後における新会社の収益状況について、新会社の負担する債務の履

行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。 

③以上を踏まえ、本件新設分割によっても、新会社の負担する債務の履行の見込み

については特段の支障がないと判断しております。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

別紙（新設分割計画書） 

 

新設分割計画書 

 

株式会社プラップジャパン（以下「甲」という。）は、新たに設立するプラップ コンサ

ルティング株式会社（以下「乙」という。）に対し、甲の営む国内における「メディア

トレーニング・危機管理広報コンサルティング事業」（以下「本対象事業」と総称する。）

に関する権利義務を承継させるため、新設分割（以下「本新設分割」という。）を行う

こととし、以下のとおり新設分割計画書（以下「本計画」という。）を作成する。 

  

（乙の定款記載事項） 

第１条 乙の商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項は、

別紙１定款のとおりとする。 

 

（株式の割当て） 

第２条 乙は、本新設分割に際して普通株式 1,000 株を発行し、そのすべてを甲に割当

て交付する。 

 

（乙の資本金等の額） 

第３条 乙の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

１．資本金の額       金 15,000,000  円 

２．資本準備金の額       金  15,000,000   円 

 

（設立時役員） 

第４条 乙の設立時取締役及び設立時監査役は、次のとおりとする。 

１．設立時取締役 

井口明彦、鈴木勇夫、吉宮拓、白井智章 

２．設立時監査役 

道家隆之 

 

（分割期日） 

第５条 分割をなすべき時期（以下「分割期日」という。）は、乙の設立登記をすべき日

である令和３年９月１日とする。ただし、新設分割手続の進行に応じ必要がある

ときは、甲の取締役会の承認を得てこれを変更することができる。 

 

（承継する権利義務） 
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第６条 甲は、第５条に規定する分割期日において、本対象事業に係る別紙２記載の資

産、債務、契約（雇用契約を除く。）上の地位その他の権利義務を乙に移転し、

乙はこれを承継する。なお、乙が承継する資産及び債務は、令和３年４月３０

日現在の甲の貸借対照表を基礎として、分割期日までの増減を加除した上で確

定することとし、債務の承継は、重畳的債務引受の方法によるものとする。 

 

（分割会社の資本金の額及び準備金の額） 

第７条 甲の資本金の額及び準備金につき、減少する額はない。 

 

（競業避止義務） 

第８条 甲は、本新設分割の効力発生後においても、乙に対して、本対象事業に関し競

業避止義務を負わないものとする。 

 

（本計画の変更等） 

第９条 甲は、本計画作成後、分割期日までの間に天災地変その他の事由により甲の財

政状態又は経営状態に重大な変更が生じた場合、その他本新設分割の実行に重

大な支障となる事態が生じた場合には、本計画を変更し、又は本新設分割を中

止することができる。 

 

（その他の事項） 

第 10 条 本計画に定めのない事項その他本新設分割に関し必要な事項については、本

計画の趣旨に従い甲がこれを決定する。 

 

 

令和３年６月２１日 

 

 

東京都港区赤坂一丁目１２番３２号アーク森ビル 

株式会社プラップジャパン 

代表取締役社長 鈴木勇夫 
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【別紙１】 

 

プラップ コンサルティング株式会社 定款 

 

第一章  総   則 

 

(商 号) 

第 １ 条 当会社は、プラップ コンサルティング株式会社と称し、英文では、PRAP 

Consulting Inc.と表示する。 

 

(目 的) 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１. 危機管理コンサルティング業 

２．講演会、講習会、セミナー等の企画、運営および開催 

３. 広告、広報に関する企画、制作、各種マーケティングおよび販売代理業 

４．教育関連に関する事業 

５．情報の収集、分析、管理および情報提供サービス 

６．労働者派遣業務 

７．有料職業紹介事業 

８．前各号に附帯する一切の業務 

 

(本店の所在地) 

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

(機 関) 

第 ４ 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 

（１） 取締役会 

（２） 監査役 

 

(公告の方法) 

第 ５ 条 当会社の公告は､電子公告によって行う。ただし､不測の事態により電子公告

できない場合は、官報に掲載して行う。 

 

第二章  株   式 

 

(発行可能株式総数) 
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第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は、10,000 株とする。 

 

(株式の譲渡制限) 

第 ７ 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければな

らない。 

 

(株主総会の基準日) 

第 ８ 条 当会社は、毎年８月３１日の最終の株主名簿に記載または記録された株主を

もって､その事業年度の定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主

とみなす。 

２ 前項の規定は、前項の日以降に株式を取得した者の全部または一部の議決権

を行使することができるものとすることを妨げるものではない。ただし、当

該株式の基準日株主の権利を害することはできない。 

 

第三章  株主総会 

 

(招集時期) 

第 ９ 条 当会社の定時株主総会は、毎年１１月に招集し、臨時株主総会は、その必要

に応じて招集する。 

 

(招集権者および議長) 

第 １０ 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によっ

て、代表取締役が招集する。代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取

締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 

２ 株主総会においては、代表取締役が議長になる。代表取締役に事故がある

ときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が議長になる。

取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主のうちから議長

を選出する。 

 

(議決権の代理行使) 

第 １１ 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、議決権を

行使することができる。 

２ 前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を、株主総

会毎に当会社に提出しなければならない。 

 

(決議の方法) 
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第 １２ 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合の他、出席し

た議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。 

２ 会社法第３０９条第２項に定める株主総会の決議は、定款に別段の定めが

ある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し､出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当た

る多数をもって行う。 

 

(議 事 録) 

第 １３ 条 株主総会の議事録は、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法

令に定める事項を記載または記録する。 

 

第四章  取締役および取締役会 

 

(取締役会の設置) 

第 １４ 条 当社は、取締役会を置く。 

 

(取締役の員数) 

第 １５ 条 当社の取締役は３名以上７名以内とする。 

 

(取締役の選任) 

第 １６ 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 

    ２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

 

(取締役の任期) 

第 １７ 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 増員または補欠として選任された取締役の任期は、前任者または在任取締

役の任期満了すべき時までとする。 

 

(役付取締役) 

第 １８ 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役の中より、代表取締役１名を

選定し、必要に応じて役付取締役若干名を選定することができる。 

 

(代表取締役) 
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第 １９ 条 代表取締役は、当会社を代表し、会社の業務を執行する。 

２ 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。 

 

(取締役会の招集権者および議長) 

第 ２０ 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表取締役が招集し、議

長となる。 

２ 代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、

他の取締役が招集し、議長となる。 

 

(取締役会の招集手続) 

第 ２１ 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の３日前まで

に発するものとする。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を

短縮することができる。 

２ 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで

取締役会を開くことができる。 

 

(取締役会の決議) 

第 ２２ 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数を

もって行う。 

２ 前項にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提

案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加

わることができる者に限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の

意思表示をしたとき（監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。）

は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 

 

(取締役会の議事録) 

第 ２３ 条 取締役会の議事録は、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法

令で定める事項を記載または記録し、議長ならびに出席取締役および出席監

査役がこれに記名押印または電子署名する。 

 

(取締役会規程) 

第 ２４ 条 取締役会に関する事項については、法令または定款のほか、取締役会にお

いて定める取締役会規程による。 

 

(取締役の報酬等) 

第 ２５ 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産
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上の利益(以下、「報酬等」という。) は、それぞれ株主総会の決議によって

定める。 

 

(取締役の責任免除) 

第 ２６ 条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によっ

て、同法第４２３条第１項の取締役(取締役であった者を含む。) の責任を

法令の限度において免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外取締役との間に、

同法第４２３条第１項の責任を限定する契約を締結することができる。但し、

当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第五章  監 査 役 

 

(監査役の設置等) 

第 ２７ 条 当会社は、監査役を置く。 

２ 当会社の監査役は、３名以内とする。 

 

(監査役の選任方法) 

第 ２８ 条 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選任する。 

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

 

(監査役の任期) 

第 ２９ 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する

時までとする。 

 

(監査役の報酬等) 

第 ３０ 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

 

(監査役の責任免除) 

第 ３１ 条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によっ

て、同法第４２３条第１項の監査役(監査役であった者を含む。) の責任を

法令の限度において免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外監査役との間に、
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同法第４２３条第１項の責任を限定する契約を締結することができる。但し、

当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第六章  計 算 

 

(事業年度) 

第 ３２ 条 当会社の事業年度は、毎年９月１日から翌年８月３１日までの年１期とす

る。 

 

(期末配当金) 

第 ３３ 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年８月３１日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の

配当（以下、「期末配当金」という）を支払う。 

 

(配当の除斥期間) 

第 ３４ 条 利益配当金が、支払開始の日から満３年を経過しても受領されないときは、

当会社はその支払の義務を免れる。 

２ 未払の期末配当金には利息をつけない。 

 

第七章  附  則 

 

(設立に際して出資される財産の価額および資本金の額） 

第 ３５ 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金 3,000 万円とし、その

うち金 1,500 万円を資本金とし、金 1,500 万円を資本準備金とする。 

 

(最初の事業年度）  

第 ３６ 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和 ４年 ８月末日まで

とする。  

              

(会社法およびその他の法令の適用）  

第 ３７ 条 この定款の規定にない事項は、全て会社法その他の法令によるものとする。 
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【別紙２】 

承継権利義務明細表 

 

当社より新会社に承継される権利及び義務は、本件分割期日（変更された場合には、

変更後の日を含む。以下同じ。）において当社が本件対象事業に関して有する以下の資

産及び負債その他の一部の権利義務とする。 

 

なお、承継する権利義務のうち、資産及び負債の評価は 2021 年 4月 30 日現在の貸借

対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本件分割期日前日までの増減を加除し

た上で確定する。 

 

1. 資産及び負債 

当社が本件対象事業に関して有する、 

(1) 流動する資産、本対象事業に係るその他一切の資産 

(2) 承継する債務、本対象事業に係るその他一切の負債 

 

2. 契約（雇用契約を除く。）上の地位 

(1) 本件対象事業に関連して締結した契約（雇用契約を除く。以下この(1)において

同じ。）及びこれに基づく個別契約その他の契約上の地位及びこれらに付随する権

利義務 

(2) 前号に関わらず、本件対象事業以外の当社の事業にも関連して締結された契約及

びこれに基づく本件対象事業以外の当社の事業に関連する個別契約は新会社に承

継されない。 

 

 

以上 


